
　

在
宅
の
重
度
障
害
者
に
対
し
支
給
す
る

「
愛
知
県
在
宅
重
度
障
害
者
手
当
」
が
改

正
さ
れ
、
平
成
20
年
４
月
１
日
以
降
、
65

歳
以
上
で
新
た
に
障
害
者
と
な
ら
れ
た
方

は
、
対
象
外
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
障

害
の
重
い
手
当
一
種
（
身
体
障
害
１
〜
２

級
で
Ｉ
Ｑ
35
以
下
の
方
）
に
該
当
す
る
方

は
、
引
き
続
き
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
現
在
受
給
中
の
方
は
、変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
愛
知
県
東
三
河
福
祉
相
談
セ
ン
タ
ー
地

域
福
祉
課

☎（
０
５
３
２
）54
局
５
１
１
１

▼
福
祉
課

☎
23
局
３
５
１
２　

23
局
３
５
４
５

　
「
児
童
扶
養
手
当
」
は
、
父
母
の
離
婚
・

父
の
死
亡
な
ど
に
よ
っ
て
、
父
と
生
計
を

同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童
を
持
つ
母
な
ど

に
手
当
が
支
給
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　

こ
の
た
び
、
制
度
改
正
に
よ
り
、
原
則
、

手
当
支
給
開
始
月
の
初
日
か
ら
（
平
成
15

年
４
月
１
日
以
前
か
ら
受
給
さ
れ
て
い
る

方
は
、
平
成
15
年
４
月
１
日
か
ら
）
起
算

し
て
５
年
を
経
過
す
る
と
、
手
当
の
２
分

の
１
が
支
給
停
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
し
か
し
、
次
の
❶
ま
た
は
❷
に
該

当
す
る
場
合
は
、
必
要
な
書
類
の
提
出
に

よ
り
、
引
き
続
き
受
給
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。（
た
だ
し
、
所
得
の
状
況
や
家
族

の
状
況
等
に
変
化
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

❶
受
給
し
て
い
る
母
な
ど
が
、
次
の
ア
〜

オ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

ア
就
業
し
て
い
る

イ
求
職
活
動
な
ど
の
自
立
を
図
る
た
め
の

活
動
を
し
て
い
る

ウ
身
体
上
ま
た
は
精
神
上
の
障
害
が
あ
る

エ
負
傷
ま
た
は
疾
病
な
ど
に
よ
り
就
業
す

る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

オ
児
童
ま
た
は
親
族
が
、
障
害
、
負
傷
、

疾
病
、
要
介
護
状
態
等
に
あ
り
、
介
護

す
る
必
要
が
あ
る
た
め
就
業
す
る
こ
と

が
困
難
で
あ
る

❷
❶
の
ア
〜
オ
ま
で
に
該
当
し
な
い
が
、

担
当
窓
口
で
相
談
し
た
う
え
で
、
求
職

活
動
な
ど
を
行
っ
た
場
合

　

該
当
者
に
は
必
要
な
提
出
書
類
を
同
封

し
、
順
次
通
知
し
ま
す
。
書
類
が
届
い
た

ら
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
手
続
き
を

行
わ
な
か
っ
た
場
合
、
支
給
停
止
月
に
到

達
し
た
月
か
ら
、
手
当
額
の
２
分
の
１
の

支
給
が
停
止
さ
れ
ま
す
。

※
制
度
や
手
続
き
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
児
童
課

☎
23
局
３
５
１
３　

23
局
３
５
４
５

◉
窓
口
業
務
…
福
祉
部
福
祉
課
・
児
童
課
・

健
康
課
の
事
務
室
を
、
田
原
福
祉
セ
ン

タ
ー
か
ら
市
役
所
北
庁
舎
１
階
に
移
転

し
ま
し
た
が
、
窓
口
業
務
は
こ
れ
ま
で

と
同
様
、
午
後
７
時
15
分
ま
で
延
長
し

て
行
い
ま
す
。

◉
電
話
番
号
…
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
福
祉
課

☎
23
局
３
５
１
２　

23
局
３
５
４
５

　

県
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
、
対
象
と
な

る
畜
産
事
業
者
は
悪
臭
関
係
工
場
等
の
届

け
出
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
４

月
30
日（
水
）ま
で
に
必
ず
届
け
出
て
く
だ

さ
い
。
な
お
、
対
象
事
業
所
に
は
通
知
と

届
出
書
を
郵
送
し
ま
し
た
が
、
ま
だ
届
い

て
い
な
い
場
合
に
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
＝
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事

業
所
／
①
豚
房
の
総
面
積
が
50
㎡
以
上　

②
牛
房
等
の
総
面
積
が
２
０
０
㎡
以
上　

③
鶏
を
３
０
０
０
羽
以
上
飼
育　

④
う
ず

ら
を
２
万
羽
以
上
飼
育

▼
環
境
衛
生
課

☎
23
局
３
５
４
１　

23
局
０
４
８
８

　

平
成
20
年
度
か
ら
、
基
本
健
康
健
診
の

方
法
が
変
わ
り
ま
す
。
ま
ず
は
４
月
中
旬

に
、
65
歳
以
上
の
方
（
要
介
護
認
定
者
を

除
く
）
に
日
常
生
活
の
状
態
を
チ
ェ
ッ
ク

す
る
た
め
の
「
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」

を
送
付
し
ま
す
の
で
、
記
入
の
う
え
返
送

し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
結
果
か
ら

検
査
が
必
要
だ
と
判
断
さ
れ
た
方
に
は
検

査
の
案
内
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
受
診
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
福
祉
課

☎
23
局
４
６
５
４

　

23
局
３
５
４
５

　

平
成
20
年
４
月
分
か
ら
、「
精
神
障
害

者
１
級
」
の
額
を
「
身
体
障
害
者
１
級
」

お
よ
び
「
知
的
障
害
者
Ａ
判
定
」
と
同
額

に
改
正
し
ま
す
。

▼
手
当
月
額
＝
改
正
後
６
０
０
０
円
（
改

正
前
２
５
０
０
円
）　

▼
支
給
月
日
＝
７

月
・
11
月
・
３
月
の
25
日
（
原
則
）

▼
福
祉
課

☎
23
局
３
５
１
２　

23
局
３
５
４
５

「
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」を

　
　
　
　

返
送
し
て
く
だ
さ
い

児
童
扶
養
手
当
制
度
の
一
部
改
正
と

そ
れ
に
伴
う
手
続
き
に
つ
い
て

田
原
市
障
害
者
手
当

支
給
額
の
一
部
改
正

愛
知
県
在
宅
重
度
障
害
者
手
当

制
度
の
一
部
改
正

福
祉
部
事
務
室
移
転
に
伴
う

窓
口
業
務
時
間
と
電
話
番
号

畜
産
事
業
を
営
む
方
は

「
悪
臭
関
係
工
場
等
の
届
け
出
」を
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